
（１）利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
障 害 者 等 非 課
税 ・ 財 形 貯 蓄 非
課税分支払金額

その他の非課税分
支 払 金 額

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,378,606 1,106,791 79,314 65,037,010 72,494,930 1,106,791

7,345,946 1,101,892 3,995 1,952,991 9,302,932 1,101,892

銀 行 預 金 76,661,386 11,499,208 1,297,828 5,976,012 83,935,226 11,499,208

銀 行 以 外 の
金 融 機 関 の 預 金

55,853,360 8,378,004 2,585,207 13,859,729 72,298,296 8,378,004

勤 務 先 預 金 14,289,380 2,143,407 13,546 - 14,302,926 2,143,407

866,533 129,980 16,255 6,930 889,718 129,980

1,547,533 232,130 4,004 3,772 1,555,309 232,130

163,942,744 24,591,412 4,000,149 86,836,444 254,779,337 24,591,412

5,469,200 820,380 - 127,854 5,597,054 820,380

475,840 87,864 7,553 - 483,393 87,864

130,500 23,490 - - 130,500 23,490

170,018,284 25,523,146 4,007,702 86,964,298 260,990,284 25,523,146

調査対象等：平成23年２月から平成24年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

預貯金

３－３　所得種類別課税状況

公社債投資信託の収益の分配等

合　　　　　計非　課　税　分課　　税　　分

区　　　　　分

公 債

社 債

合同運用信託の収益の分配

計

定期積金の給付補てん金等

匿名組合契約等に基づく利益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

小　　　　　計

割 引 債 の 償 還 差 益

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）



（２）配当所得の課税状況

非課税分

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

274,078,011 52,723,633 39,839,143 54,558,811 3,913,354 368,475,965 56,636,987

 投資信託（公社債投資信託及び
 公募公社債等運用投資信託を除
 く。）及び特定受益証券発行信
 託の収益の分配

438 66 6,886,531 4,120,372 286,207 11,007,341 286,273

 源泉徴収選択口座内配当等 - - - 81,713,272 5,765,667 81,713,272 5,765,667

計 274,078,449 52,723,699 46,725,674 140,392,455 9,965,228 461,196,578 62,688,927

 剰余金の配当、利益の配当、
 剰余金の分配、基金利息、
 特定投資法人の投資口の配当等

調査対象等：　平成23年２月から平成24年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計算書」及び「上場株式等の源泉
　　　　　　徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

合 計
区　　　　　分

一 般 課 税 分 特 例 税 率 適 用 分

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）



（３）特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

35,824,034 2,499,185

調査対象等：　平成23年２月から平成24年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税
　　　　　　徴収高計算書」等に基づいて作成した。

区　　　　　　　分
源泉徴収選択口座内
調 整 所 得 金 額 等

源　泉　徴　収　税　額

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 保 管
上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 等

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）



（４）給与所得及び退職所得の課税状況

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,381,177,090 123,946,591 19,964,795,287 666,609,435 23,345,972,377 790,556,026

8,775,015 295,687 148,780,616 2,606,638 157,555,631 2,902,325

3,389,952,105 124,242,278 20,113,575,903 669,216,073 23,503,528,008 793,458,351

356,677,719 4,453,492 347,542,171 10,773,639 704,219,890 15,227,131

- - - 25,521 - 25,521

調査対象等：

用語の説明：１

２

３ 「徴収猶予」とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の
期間、納期限を延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

「法定調書」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌
年１月31日までに提出することとなっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば①利子等の支払調書、②配当
及び剰余金の分配の支払調書、③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居住者に支払わ
れる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

「官公庁」とは、政府機関、地方公共団体及びこれらの関係機関（所得税表別表第一の第一号に掲げる法人等のうち、公
庫、事業団、国立大学法人等、国・地方公共団体が全額出資しているもの及び特定独立行政法人をいう。）を集計したもの
である。

退 職 所 得

災 害 減 免 法 に よ り
徴 収 猶 予 し た も の

俸給・給料・賞与

日雇労働者の賃金

計

給与等の支払者から平成24年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収
票）」及び平成23年２月から平成24年１月までに提出された「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成
した。

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）



（５）報酬・料金等所得の課税状況

28,335,723 2,924,522

151,202,787 20,572,289

107,128,536 9,285,965

93,141,648 6,655,394

6,018,227 621,981

18,851,023 1,011,595

3,415,183 284,737

408,093,127 41,356,483

（ 公 的 年 金 等 ） 84,190,129 681,605

（ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ） 74,391,698 1,127,044

（馬主に支払われる競馬の賞金等） 121,149 6,286

566,796,103 43,171,418

- 12,407災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

区　　　　　　　　　　分

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

法 第 203 条 の ２ 該 当

調査対象等： 　報酬・料金等の支払者から、平成24年４月30日までに提出された「法定調書の合計表(報酬・料金・契約金及び賞金の
支払調書)」及び平成23年２月から平成24年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて
作成した。

計

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交 員 等 の 報 酬 又 は 料 金

芸 能 等 に つ い て の 出 演 ・ 演 出 等 の 報 酬 又 は 料 金

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等 の 報 酬 又 は 料 金

源泉徴収税額支　払　金　額

法 第 174 条 該 当

千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演 料 等 の 報 酬 又 は 料 金

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金

契 約 金 ・ 賞 金

診 療 報 酬

法 第 207 条 該 当

千円

　小　　　　　　　　　計　

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）



（６）非居住者等所得の課税状況

568,507 43,121

11,105,542 1,159,769

254,125 50,825

8,372,877 823,682

210,253 37,531

53,880 8,755

7,096,960 721,491

991,484 133,512

9,632,481 1,000,377

661,940 110,227

- -

598,540 59,854

4,176,544 782,513

- -

8,728 1,648

43,731,861 4,933,306

調査対象等： 　平成23年２月から平成24年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国法人の所得につい
ての所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

源泉徴収税額支 払 金 額

千円 千円

工 業 所 有 権 そ の 他 の 技 術 に 関 す る 権 利 等 の 使 用 料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

賞 金

合　　　　　計

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託（公社債投資信託
及び公募公社債等運用投資信託を除く。）及び特定受益証券発行信託の収益の分配

区　　　　　分

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価

退 職 手 当 等

人 的 役 務 の 報 酬

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配

給 与 ・ 賞 与 等

不 動 産 、 採 石 権 の 貸 付 、 租 鉱 権 の 設 定 又 は 航 空 機 、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

関東信越国税局
源泉所得税３

（Ｈ23）


